
稲敷市外部評価委員会設置要綱 

（ 設置）  

第１条 市が実施する行政評価について，外部からの意見を取り入れることに

より，客観性及び透明性を確保し，更なる市民サービスの向上を図ることを

目的として，稲敷市外部評価委員会（ 以下「 委員会」 という。） を置く 。  

（ 掌握事務）  

第２条 委員会は，次に掲げる事項を所掌する。  

（ １ ） 市が実施した事務事業評価の結果について，行政外部の視点による客観

的な評価及び検証に関すること。  

（ ２） 行政評価制度の推進及び改善に関すること。  

（ ３） その他市長が必要と認める事項に関すること。  

（ 組織）  

第３条 委員会の委員は，５人以内で組織する。  

２  委員は，次に掲げる者のうちから，市長が委嘱する。  

（ １） 学識経験を有する者 

（ ２） その他市長が適当と認める者 

３  委員が欠けた場合は，補欠の委員を委嘱することができる。  

（ 任期）  

第４条 委員の任期は，２年とし，再任を妨げない。ただし，委員が欠けた場

合における補欠の委員の任期は，前任者の残任期間とする。  

（ 委員長及び副委員長）  

第５条 委員会に，委員長及び副委員長を置く 。  

２  委員長は，委員の互選によって選任し，副委員長は，委員の中から委員長

が指名する。  

３  委員長は，会務を総理し，委員会を代表する。  

４  副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故あるとき又は委員長が欠けた

ときは，その職務を代理する。  

（ 会議）  

第６条 委員会の会議（ 以下「 会議」 という。） は，委員長が必要に応じて招集

する。  

２  委員長は，会議の議長となる。  

３  会議は，委員の半数以上が出席しなければ，開く ことができない。  

４  会議の議事は，出席した委員の過半数で決し，可否同数の時は，委員長の

決するところによる。  

（ 関係者の出席）  

第７条 委員長は，必要があると認められるときは，関係者に会議への出席を

求め，説明又は意見を聴く ことができる。  
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（ 庶務）  

第８条 委員会の庶務は，行政評価担当課において行う。  

（ その他）  

第９条 この告示に定めるもののほか，委員会の運営に関し必要な事項は，市

長が別に定める。  

附 則 

この告示は，平成２９年７月１日から施行する。  
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事前配布シート

■質問シート

質問シート（ 記載例）  

事業内容に質問等がある場合は、こちらのシートに質問したい内容をご記入いただ

き、メール（ seisaku@city.inashiki.lg.jp）、またはFAX（ 029-892-2062） で

ご提出ください。  

事業が対象となる外部評価委員会の開催５日前までに提出いただきますようご協力の

程よろしくお願い致します。 

委員名                 

 ■事務事業に対する質問 
NO．  事務事業名 シート内 

該当部分 

質問内容 

○ ○１  事業 C 事務事業

評価 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  妥当性について

○ ○２  事業 D 今後の取

組方針 

○ ○ ○ ○ ○担当課判定について、

○ ○ ○  
○ ○３  事業 B 事業費内

訳 

積算根拠の工事請負費について、

○ ○ ○ ○  備品購入費について、

○ ○４  事業 D 今後の改

善計画 

○ ○今後の改善計画の について、

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  
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■評価シート

評価シート（ 記載例）  

分野ごとの外部評価委員会で評価していただく際に使用するシートです。  

こちらに各事業の評価をご記入いただきます。 

 第１章 子育て分野 

○ ○ 事業名 事業 

○ ○ ○ ○ 担当部署 部 課・ 室 

委員名                 

判定 事業の在り方 

（ 方向性）  

備考 

概ね適正である 
目的や手法等が適切に設定され、事業が適正に執行さ

れている。 

一部見直しが必要な 

部分がある 

課題があり、事業の一部見直しが必要と考えられる。 

○〔 見直しが必要な項目（ をつけてください）〕  

・ 手法     ・ 経費面（ 事業費、受益者負担）  

・ 対象者    ・ 目標指標（ 活動、成果）  

・ その他（ 具体的に記載ください）  

適正とは言えない 

事業の休・ 廃止を含めた大幅な見直し検討が必要と

考えられる場合も同評価とする。 

判定の具体的理由 
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■質問シート

質問シート（ 記載例）  

事業内容に質問等がある場合は、こちらのシートに質問したい内容をご記入いただ

き、メール（ seisaku@city.inashiki.lg.jp）、またはFAX（ 029-892-2062） で

ご提出ください。  

事業が対象となる外部評価委員会の開催５日前までに提出いただきますようご協力の

程よろしくお願い致します。 

委員名                 

 ■事務事業に対する質問 
NO．  事務事業名 シート内 

該当部分 

質問内容 
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